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地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について 

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）、地方税法施行令の一部

を改正する政令（令和６年政令第１３６号）、地方税法施行令の一部を改正する政令

（令和６年政令第１３７号）及び地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政

令第１３８号）並びに地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改

正する省令（令和６年総務省令第３７号）は令和６年３月３０日に公布され、原則と

して同年４月１日から施行されることとされたので、次の事項に留意の上、適切に運

用されるようお願いいたします。 

 また、貴都道府県内市区町村に対してもこの旨周知されるようよろしくお願いしま

す。 

 なお、この通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的

な助言）に基づくものです。 

殿 



一 総括的事項 

 

令和６年度の税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、次の点をはじ

めとする地方税制の改正を行うこととした。 

 

⑴ 令和６年度分の個人住民税の特別税額控除を実施することとした。 

⑵ 法人事業税の外形標準課税に係る適用対象法人の見直しを行うこととした。 

⑶ 令和６年度の評価替えに伴い、現行の土地に係る固定資産税及び都市計画税

の負担調整措置等を継続することとした。 

⑷ 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを行うこととした。 

 

二 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正に関する事項 

 

第一 道府県税の改正に関する事項 

 

１ 道府県民税 

⑴ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和７年

１２月３１日まで延長することとした（法附則４①Ⅰ）。 

⑵ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和７年１２月３１日

まで延長することとした（法附則４の２①Ⅰ）。 

⑶ 個人の道府県民税について、定額による特別税額控除を次により実施すること

とした。 

ア 令和６年度分の個人の道府県民税に限り、次の措置を講ずることとした（法

附則５の８①～③）。 

① 前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（イ

において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の所得割の額から道府県

民税特別税額控除額を控除すること。 

② 都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除における特例控除額の

控除限度額の算定の基礎となる令和６年度分の所得割の額について、特別税

額控除前の所得割の額とすること。 

イ 令和７年度分の個人の道府県民税に限り、特別税額控除対象納税義務者（同

一生計配偶者（控除対象配偶者及びこの法律の施行地に住所を有しない者を除

く。）を有するものに限る。）の所得割の額から道府県民税特別税額控除額を控

除することとした（法附則５の１２①②）。 

⑷ 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出され

た当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とす
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る等の措置を講ずることとした（法３７の２①Ⅲ、附則３の２の３①③、令附則

３の２の３①）。 

⑸ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、特定株式

の譲渡等の範囲を明確化することとした（令附則１８の６⑦～⑨）。 

⑹ 法人税割の課税標準である法人税額について、産業競争力基盤強化商品を生産

及び販売した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置

を講ずることとした（法２３①Ⅳ）。 

⑺ 中間期間において生じた災害損失欠損金額について法人税額の還付を受けた

場合において、当該事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額から当該還付

を受けた法人税額を控除し、控除しきれない額は翌年度以降に控除することとし

た（法５３㉓㉖㉗、令８の２３の２）。 

⑻ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の給与等の支給額

が増加した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置の

適用期限を令和９年３月３１日までとする等所要の措置を講ずることとした（法

附則８⑧～⑪）。 

⑼ 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産について生ずる所得に

ついて、公益信託の委託者等が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を

有するものとみなすこととする特例措置を廃止することとした（旧法附則３の２

の３）。 

 

２ 事業税（外形標準課税の適用対象法人の見直し関係） 

⑴ 当分の間、所得等課税法人以外の法人で資本金の額又は出資金の額（以下「資

本金」という。）が１億円以下のもののうち、前事業年度の事業税について第７

２条の２第１項第１号イに掲げる法人（以下「外形標準課税の対象法人」という。）

に該当したものであって、払込資本の額が１０億円を超えるものについて、外形

標準課税の対象法人とすることとした（法附則８の３の３、令附則６、則附則２

の６の３）。 

⑵ 令和７年４月１日以後最初に開始する事業年度（以下「最初事業年度」という。）

の事業税（改正法の公布の日を含む事業年度の前事業年度の事業税について外形

標準課税の対象法人に該当したものであって、改正法の公布日の前日の現況によ

り資本金１億円以下であると判定され、かつ、改正法の公布日以後に終了した各

事業年度分の事業税について第７２条の２第１項第１号ロに掲げる法人（以下

「外形標準課税の対象外である法人」という。）に該当したものの行う事業に対

する事業税を除く。）については、⑴にかかわらず、所得等課税法人以外の法人

で資本金１億円以下のもののうち、改正法の公布の日を含む事業年度の前事業年

度から最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度分の事業税につい
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て外形標準課税の対象法人に該当したものであって、払込資本の額が１０億円を

超えるものについて、外形標準課税の対象法人とすることとした（改正法附則７

②）。 

⑶ 所得等課税法人以外の法人で資本金１億円以下のもの等のうち次に掲げる法

人に該当するものについて、外形標準課税の対象法人とすることとした（法７２

の２①一ロ、令１０の２、１０の３、１０の４、１０の５、則３の１３の４）。 

ア 特定法人（払込資本の額が５０億円を超える法人及び相互会社等をいう。以

下同じ。）との間に当該特定法人による完全支配関係がある法人のうち払込資

本の額（改正法の公布の日以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した

払込資本の額を加算した額）が２億円を超えるもの 

イ 法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の

全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした

場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のも

のによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額

（改正法の公布の日以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込

資本の額を加算した額）が２億円を超えるもの（アに掲げる法人を除く。） 

⑷ ⑶ア又はイに掲げる法人に該当するかどうかを判定する日等について所要の

整備を行うこととした（法７２の２②、７２の２６⑨）。 

⑸ 所得等課税法人以外の法人で資本金１億円以下のもの等のうち⑶ア又はイに

掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和８年４月１日から令和９年

３月３１日までの間に開始する各事業年度分の事業税について申告納付すべき

事業税額（以下「令和８年度分基準法人事業税額」という。）が、当該法人を外形

標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき事業税額（以下

「比較法人事業税額」という。）を超える場合には、当該超える金額の３分の２

に相当する金額は、令和８年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該

法人が行う事業に対する令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの間

に開始する各事業年度分の事業税について申告納付すべき事業税額（以下「令和

９年度分基準法人事業税額」という。）が、比較法人事業税額を超える場合には、

当該超える金額の３分の１に相当する金額は、令和９年度分基準法人事業税額か

ら控除するものとすることとした（改正法附則８②③）。 

⑹ 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の

一部を改正する法律の施行の日から令和９年３月３１日までの間に特別事業再

編計画について認定を受けた認定特別事業再編事業者である法人が、特別事業再

編計画に従って行う一定の特別事業再編のための措置として他の法人の株式等

の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日（以

下「取得等の日」という。）以後引き続き有している等の一定の要件を満たす場
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合において、当該他の法人及び当該認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編

計画の認定の申請の日前５年以内に株式等の取得等をした一定の他の法人のう

ち資本金１億円以下のもの等について、⑶ア又はイに掲げる法人に該当する場合

であっても、取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後５年を経過する

日を含む事業年度までの各事業年度分の事業税に限り、外形標準課税の対象外で

ある法人とすることとした（法附則８の３の４、令附則６）。 

⑺ 外形標準課税の対象法人について、法第７２条の２５第１項等の規定による申

告書に添付する書類に株主資本等変動計算書、法人の事業等の概況に関する書類

等を追加することとした（則４の５一三四、４の６の２一三四、４の７一イハ三

イハ）。 

 

３ 事業税（２以外関係） 

⑴ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構の事業の所得で収益事業に係るもの以外

のものについて、非課税措置を講ずることとした（法７２の５①Ⅶ）。 

⑵ 中間期間において生じた災害損失欠損金額について法人税額の還付を受けた

場合において、当該中間期間の属する事業年度の所得の計算上、当該災害損失欠

損金額に相当する金額は益金の額に算入しないものとすることとした（法７２の

２３②）。 

⑶ 社会保険診療に係る所得割の課税標準の特例措置について、旧介護保険法の規

定に基づく一定の介護療養施設サービス等を適用対象から除外することとした

（法７２の２３③ⅡⅣ）。 

⑷ 次に掲げる課税標準の特例措置の適用期限を延長することとした（法附則９）。 

ア 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に係る資本割の課税標

準の特例措置の適用期限を令和１１年３月３１日まで延長すること。 

イ 預金保険法に規定する承継銀行及び協定銀行に係る資本割の課税標準の特

例措置の適用期限を令和１１年３月３１日まで延長すること。 

ウ 新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ

効率的な設置及び管理に関する法律に規定する指定会社に係る資本割の課税

標準の特例措置の適用期限を令和１１年３月３１日まで延長すること。 

エ 中部国際空港の設置及び管理に関する法律に規定する指定会社に係る資本

割の課税標準の特例措置の適用期限を令和１１年３月３１日まで延長するこ

と。 

オ 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置

法に規定する特定鉄道事業者に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限

を令和１１年３月３１日まで延長すること。 

カ 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法に規定する東京湾横断道路建設

-4-



事業者に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和１１年３月３１

日まで延長すること。 

キ 株式会社地域経済活性化支援機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適

用期限を令和１１年３月３１日まで延長すること。 

ク 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合

において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人の収入金額のう

ち、卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて当該電気の

供給を行う場合において、当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額

に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和９年３

月３１日まで延長すること。 

ケ 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合

において控除される収入金額の範囲に、旧一般電気事業者等が分社化した後の

当該分社化に係る電気事業者の間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保の

ため必要な取引に係る収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を

令和１１年３月３１日まで延長すること。 

⑸ 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて控除される収入金額の範囲に、令和６年４月１日から令和８年３月３１日

までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次の収入金額を追加する課税

標準の特例措置を講ずることとした（法附則９⑧、令附則６の２②）。 

ア 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等を

行う法人に対して託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合における、当

該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額 

イ 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等

を行う者に対して託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が

一般送配電事業者等に対して当該料金（これに相当する額を含む。）を支払う

場合における、当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払

うべき金額に相当する収入金額 

ウ 電気供給業を行う法人が発電事業等を行う場合における、当該電気供給業を

行う法人が託送供給に係る料金（これに相当する額を含む。）として一般送配

電事業者等に対して支払うべき金額に相当する収入金額 

エ 電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合における、当該電気供給

業を行う法人が託送供給に係る料金として一般送配電事業者に対して支払う

べき金額に相当する収入金額 

⑹ 給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、

適用期限を令和９年３月３１日まで延長する等の措置を講ずることとした（法附

則９⑬）。 
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⑺ 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて控除される収入金額の範囲に、令和６年４月１日から令和９年３月３１日

までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、当該電気供給業を行う法人が

電気事業法第２８条の４０第１項第５号に掲げる業務に係る対価として広域的

運営推進機関に対して支払うべき「地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規

定する拠出金を定める告示」（令和６年経済産業省告示第６５号）で定める拠出

金の金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずることとし

た（法附則９㉔、令附則６の２⑬、則附則２の１１）。 

⑻ 給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、

次の措置を講ずることとした（法附則９⑭～⑰、令附則６の２⑥）。 

ア 令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの間に開始する各事業年度

に限り、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が１

００分の１・５以上である場合（当該法人が中小企業者等である場合に限る。）

に控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できる

こと。 

イ 控除額について、控除対象雇用者給与等支給増加額に雇用安定控除との調整

等所要の措置を講じた金額とすること。 

⑼ 新たな公益信託制度の創設に伴い、法人が受託者となる公益信託の信託財産に

属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人

の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなすこととする等の措置を

講ずることとした（法７２の３①③）。 

⑽ 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の委託者等は当該公益信託の信託

財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せら

れる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなすこととする特例措置

を廃止することとした（旧法附則８の４）。 

⑾ 事業税の課税標準の算定上、社会保険診療の所得計算の特例措置が講じられる

中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

に基づく介護支援給付のための介護の範囲から、旧生活保護法の規定に基づく一

定の介護を除外することとした（令２１の８①）。 

⑿ 法人が特定の特許権等の譲渡又は貸付けを行った場合の付加価値割及び所得

割の課税標準について、所要の措置を講ずることとした（令２０の２の１６、２

１の４）。 

 

４ 地方消費税 

⑴ 国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提

供（事業者向け電気通信利用役務を除く。）のうち、国税庁長官の指定を受けた
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特定プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、特定

プラットフォーム事業者が行ったものとみなすこととした（法７２の８０の３）。 

⑵ 偽りその他不正の行為により、譲渡割に係る還付（更正の請求に基づく更正に

よるものに限る。）を受けた場合（未遂の場合を含む。）について、罰則規定を設

けることとした（法７２の９５①②）。 

⑶ 地方消費税の清算等について、次の見直しを行うこととした。 

 ア 消費に相当する額のうち、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額

について、平成２６年商業統計及び平成２８年経済センサス活動調査に基づき

定める額から、令和３年経済センサス活動調査に基づき定める額に更新すると

ともに、使用する統計について、所要の規定の整備を行うこと（法７２の１１

４④、７２の１１５①、令３５の２０①Ⅰ、則７の２の９、７の２の１０、７

の２の１５）。 

 イ サービス業対個人事業収入額について、令和３年経済センサス活動調査の

「自動車賃貸業」及び「学術・開発研究機関」の欄の額を除外すること（則７

の２の１０）。 

⑷ 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産に係る取引については、

その受託者に対し、当該受託者の固有資産に係る取引とは区別して地方消費税を

課する等の措置を講ずることとした（法７２の７８①、７２の８０②、７２の８

０の２①～④⑤、附則９の３、令３５の７の３①④⑤）。 

 

５ 不動産取得税 

⑴ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定す

る鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する一定の不動

産について、当該取得が令和８年３月３１日までに行われたときに限り、非課税

措置を講ずることとした（法附則１０⑦、令附則６条の１６⑤⑥、則附則３の２

の６）。 

⑵ 都市緑地法に規定する都市緑化支援機構が一定の業務により取得する土地に

ついて、当該取得が令和８年３月３１日までに行われたときに限り、非課税措置

を講ずることとした（法附則１０⑧）。 

⑶ 社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する不動産に

係る非課税措置について、その対象資産の範囲に里親支援センターの用に供する

不動産を追加することとした（令３６の８②Ⅲ）。 

⑷ 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する不動産に

係る非課税措置について、その対象資産の範囲に親子再統合支援事業、社会的養

護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯

訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する不
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動産を追加することとした（令３６の１０②Ⅵ、則７の３の４①）。 

⑸ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住

宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置について、建築基準法の

改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした（令附則７⑮Ⅱ）。 

⑹ 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。 

ア マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンシ

ョン敷地売却組合が、マンション建替事業又はマンション敷地売却事業により

取得する特定要除却認定マンション又はその敷地に係る非課税措置の適用期

限を令和８年３月３１日まで延長すること（法附則１０⑤）。 

イ 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日

から１年（本則６月）を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を令和８年

３月３１日まで延長すること（法附則１０の３①）。 

ウ 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の

住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を令和８年３月

３１日まで延長すること（法附則１０の３②）。 

エ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の

上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取

得する代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和８年３月３１日

まで延長すること（法附則１１②）。 

オ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新

築に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和８年３月３１日まで延長する

こと（法附則第１１⑧）。 

カ 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従

って行う事業の譲受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措

置の適用期限を令和８年３月３１日まで延長すること（法附則第１１⑬）。 

キ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の業務により取得する

土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和９年３月３１日まで延長す

ること（法附則１１⑯）。 

ク 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する

認定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業によ

り取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和８年３

月３１日まで延長すること（法附則１１⑰）。 

ケ 住宅及び土地の取得に係る標準税率（本則４％）を３％とする特例措置の適

用期限を令和９年３月３１日まで延長すること（法附則１１の２）。 

コ 宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の２分の１とする特例措置の適

用期限を令和９年３月３１日まで延長すること（法附則１１の５）。 
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⑺ 都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取

得する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係

る課税標準の特例措置を廃止することとした（旧法附則１１⑬、旧令附則７㉓、

旧則附則３の２の２１）。 

 

６ 軽油引取税 

⑴ 軽油の引取りに係る課税免除の特例措置については、その適用期限を令和９年

３月３１日まで延長することとした（法附則１２の２の７①）。 

⑵ 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、重

要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、

重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律、武力攻撃事態等及

び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施す

る措置に関する法律又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外

国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき、当該引取りに係る軽

油を譲渡する場合における課税免除の特例措置については、その適用期限を令和

９年３月３１日まで延長することとした（法附則１２の２の７⑤）。 

⑶ 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我

が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約そ

の他の国際約束で一定のものに基づき、当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍

隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合における課税免除の特例措置につ

いては、その適用期限を令和９年３月３１日まで延長することとした（法附則１

２の２の７⑥）。 

⑷ 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行ったオーストラリア軍隊の船舶

の使用者が、当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合における課税免除の

特例措置については、その適用期限を令和９年３月３１日まで延長することとし

た（法附則１２の２の７⑦）。 

⑸ 専らレクリエーションの用（レクリエーションに関する事業の用を除く。）に

供する船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除

の特例措置については、令和７年３月３１日をもって廃止することとした（法附

則１２の２の７①Ⅰ、令附則１０の２の２①）。 

⑹ 課税免除の特例措置に係る軽油の引取りを行おうとする者であることを証す

る書面の有効期間は、道府県知事が定める期間を経過する日が令和９年３月３１

日以後に到来する場合には、同日までとすることとした（令附則１０の２の２⑧）。 

⑺ ⑸の特例措置に係る免税証等の有効期間は、道府県知事が定める期間を経過す

る日が令和７年４月１日以後に到来する場合には、当該有効期間は令和７年３月

３１日に満了したものとみなすこととした（改正令附則②）。 

-9-



 

７ 狩猟税 

⑴ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に

規定する対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の特例

措置について、その適用期限を令和１１年３月３１日まで延長することとした

（法附則３２①）。 

⑵ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する認定鳥獣捕

獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の特例措置

について、その適用期限を令和１１年３月３１日まで延長することとした（法附

則３２②）。 

⑶ 狩猟者登録の申請書を提出する日前１年以内の期間に、鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の

捕獲等を行った者等が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の税率の特例措置につ

いて、その適用期限を令和１１年３月３１日まで延長することとした（法附則３

２の２①②）。 

 

第二 市町村税の改正に関する事項 

 

１ 市町村民税 

⑴ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和７年

１２月３１日まで延長することとした（法附則４①Ⅰ）。 

⑵ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和７年１２月３１日

まで延長することとした（法附則４の２①Ⅰ）。 

⑶ 個人の市町村民税について、定額による特別税額控除を次により実施すること

とした。 

ア 令和６年度分の個人の市町村民税に限り、次の措置を講ずることとした（法

附則５の８④～⑥、５の９～５の１１、令附則４の１０）。 

① 前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（イ

において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の所得割の額から市町村

民税特別税額控除額を控除すること。 

② 都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除における特例控除額の

控除限度額及び公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額の算定の基礎

となる令和６年度分の所得割の額について、特別税額控除前の所得割の額と

すること。 

③ 普通徴収について、令和６年６月に徴収すべき税額から特別税額控除を行

い、なお控除しきれない金額は、以後令和６年度中に普通徴収すべき税額か
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ら、順次控除する等所要の措置を講ずること。 

④ 特別税額控除対象納税義務者の給与所得に係る特別徴収について、均等割

の額及び所得割の額ともに令和６年６月において徴収せず、特別税額控除後

の給与所得に係る特別徴収税額を同年７月から翌年５月まで、それぞれの給

与の支払をする際毎月徴収すること。 

⑤ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収について、令和６年１０月１日以後

最初に支払を受ける公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額から特別税

額控除を行い、なお控除しきれない金額は、以後令和６年度中に特別徴収さ

れる公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額から、順次控除する等所要の

措置を講ずること。 

イ 令和７年度分の個人の市町村民税に限り、特別税額控除対象納税義務者（同

一生計配偶者（控除対象配偶者及びこの法律の施行地に住所を有しない者を除

く。）を有するものに限る。）の所得割の額から市町村民税特別税額控除額を控

除することとした（法附則５の１２③④）。 

⑷ 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出され

た当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とす

る等の措置を講ずることとした（法３１４の７①Ⅲ、附則３の２の３③、令附則

３の２の３②）。 

⑸ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、特定株式

の譲渡等の範囲を明確化することとした（令附則１８の６㉔）。 

⑹ 法人税割の課税標準である法人税額について、産業競争力基盤強化商品を生産

及び販売した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置

を講ずることとした（法２９２①Ⅳ）。 

⑺ 中間期間において生じた災害損失欠損金額について法人税額の還付を受けた

場合において、当該事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額から当該還付

を受けた法人税額を控除し、控除しきれない額は翌年度以降に控除することとし

た（法３２１の８㉓㉖㉗、令４８の１１の２６）。 

⑻ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の給与等の支給額

が増加した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置の

適用期限を令和９年３月３１日までとする等所要の措置を講ずることとした（法

附則８⑧～⑪）。 

⑼ 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産について生ずる所得に

ついて、公益信託の委託者等が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を

有するものとみなすこととする特例措置を廃止することとした（旧法附則３の２

の３）。 
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２ 固定資産税及び都市計画税 

⑴ 令和６年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和６年度から令和８

年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担についての調整措置を

次のとおり講ずることとした。 

ア 宅地等に係る固定資産税及び都市計画税の額については、当該宅地等に係る

当該年度分の税額が、前年度分の課税標準額に、当該年度の価格（住宅用地に

係る課税標準の特例措置の適用を受ける宅地等については当該特例措置の適

用後の額）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額を課税標準額とした場

合の税額（以下「宅地等調整税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調

整税額とすること。ただし、商業地等に係る宅地等調整税額は、当該宅地等調

整税額が、当該商業地等の当該年度の価格に１０分の６を乗じて得た額を課税

標準額とした場合の税額を超える場合には、当該税額とすること。また、宅地

等に係る宅地等調整税額は、当該宅地等調整税額が、当該宅地等の当該年度の

価格に１０分の２を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額に満たない

場合には、当該税額とすること（法附則１７、１８、１８の３、２２、２４、

２５、２５の３、２７の５、２８）。 

イ アにかかわらず、商業地等のうち負担水準（前年度課税標準額の当該年度の

価格（住宅用地又は市街化区域農地に係る課税標準の特例措置の適用を受ける

土地については当該特例措置の適用後の額。以下同じ。）に対する割合をいう。

以下同じ。）が０．６以上０．７以下の土地に係る固定資産税及び都市計画税の

額については、前年度の税額とすること（法附則１８、２５）。 

ウ アにかかわらず、商業地等のうち負担水準が０．７を超える土地に係る固定

資産税及び都市計画税の額については、当該年度の価格に１０分の７を乗じて

得た額を課税標準額とした場合の税額とすること（法附則１８、２５）。 

エ 農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、当該農地に係る当該

年度分の税額が、前年度分の課税標準額に、負担水準の区分に応じて求める次

の表に掲げる負担調整率を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額を超

える場合には、当該税額とすること（法附則１９、２６）。 

負 担 水 準 の 区 分 負 担 調 整 率 

０．９以上のもの １．０２５ 

０．８以上０．９未満のもの １．０５ 

０．７以上０．８未満のもの １．０７５ 

０．７未満のもの １．１ 

オ 三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の

額については、当該市街化区域農地に係る当該年度分の税額が、前年度分の課

税標準額に、当該年度の価格に１００分の５を乗じて得た額を加算した額を課
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税標準額とした場合の税額（以下「市街化区域農地調整税額」という。）を超え

る場合には、当該市街化区域農地調整税額とする措置を講ずること。ただし、

市街化区域農地調整税額は、当該市街化区域農地調整税額が、当該市街化区域

農地の当該年度の価格に１０分の２を乗じて得た額を課税標準額とした場合

の税額に満たない場合には、当該税額とすること（法附則１９の４、２７の２）。 

カ 商業地等に係る固定資産税及び都市計画税については、当該年度の価格に１

０分の６以上１０分の７未満の範囲内において市町村の条例で定める割合を

乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額までその税額を減額することが

できることとすること（法附則２１、２７の４、２７の５）。 

キ 住宅用地、商業地等及び三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る固定資

産税及び都市計画税については、前年度分の課税標準額（前年度分の固定資産

税及び都市計画税について、カ又はキの減額が行われている場合は、その減額

後の税額に対応する前年度分の課税標準額）に１００分の１１０以上の割合で

住宅用地、商業地等及び三大都市圏の特定市の市街化区域農地の区分ごとに市

町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額まで

その税額を減額することができることとすること（法附則２１の２、２７の４

の２、２７の５）。 

⑵ 令和７年度分又は令和８年度分の固定資産税に限り、自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、市町村

長が修正前の価格を課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失

すると認める場合には、修正前の価格を修正基準により修正した価格を当該年度

分の固定資産税の課税標準とすること（法附則１７の２、１９の２、１９の２の

２、２２）。 

⑶ 独立行政法人国民生活センターが行う一定の業務の用に供する固定資産に係

る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に適格消費者団体が行

う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助業務の用に供する固定資

産を追加することとした（法３４８㉙）。 

⑷ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化事業

者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した

一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措

置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和８年３月３

１日まで延長することとした（法附則１５①、令附則１１②～④、則附則６⑫）。 

ア 適用対象となる一般倉庫及び冷蔵倉庫の設備等に関する必須要件に、到着時

刻表示装置が設けられていることを追加すること。 

イ 適用対象となる倉庫の設備等に関する選択要件から、貨物自動車運送事業の

用に供する事務所及び駐車施設が併設されていることを除外すること。 
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ウ 適用対象となる附属機械設備に貨物自動車関係情報自動解析装置を追加し

た上、当該装置に係る課税標準を、その価格の２分の１の額とすること。 

⑸ 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が一

定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用

に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措

置について、課税標準をその価格に２分の１を参酌して３分の１以上３分の２以

下の範囲内において市町村の条例で定める割合（大臣配分資産又は知事配分資産

にあっては２分の１）（現行２分の１）を乗じて得た額とした上、その整備期限

を令和８年３月３１日まで延長することとした（法附則１５㊳）。 

  なお、本特例措置については地域決定型地方税制特例措置（いわゆる「わがま

ち特例」）を導入することとしたため、本特例措置の対象に係る固定資産税の賦

課徴収のためには、参酌基準による場合も含め、特例率を定める条例を制定する

必要がある。 

⑹ 新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、

建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整備を行った上、その対象資産の新築期

限を令和８年３月３１日まで延長することとした（法附則１５の６）。 

⑺ 新築の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、新築の認定長

期優良住宅に係る固定資産税の減額措置に係る申告書の提出がなかった場合に

おいても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する管理者等から長期

優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第９条に規定する通知書の写しが

提出され、かつ、当該区分所有に係る住宅が当該減額措置の要件に該当すると認

められるときは、当該減額措置を適用することができることとした（法附則１５

の７④、則附則７④）。 

⑻ 社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産

に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に

里親支援センターの用に供する固定資産を追加することとした（令４９の１２②

Ⅲ）。 

⑼ 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産

に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に

親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産

婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関

係形成支援事業の用に供する固定資産を追加することとした（令４９の１５②Ⅸ、

則１０の７の３⑩～⑫⑮⑯）。 

⑽ 住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置及び高齢者の居住の安定確

保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家

住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築基準法の改正に伴い、所要の規
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定の整備を行うこととした（令５２の１１③、附則１２⑫Ⅰ）。 

⑾ 次のとおり課税標準の特例措置等の適用期限を延長することとした。 

ア 国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産

を令和７年度までに新たに固定資産税が課されるものとすること（法附則１５

③）。 

イ 沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の

課税標準の特例措置について、その適用期限を令和８年度まで延長すること

（法附則１５④）。 

ウ 日本貨物鉄道株式会社が取得した一定の新造車両に係る固定資産税の課税

標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和８年３月３１日まで

延長すること（法附則１５⑥）。 

エ 国際船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、海上運送法施行

規則の改正に伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を令和８年度ま

で延長すること（法附則１５⑧、則附則６㉗Ⅱ）。 

オ 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、同法に

規定する推進計画に基づき新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供

する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産

の取得期限を令和１０年３月３１日まで延長すること（法附則１５㉑）。 

カ 津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設若

しくは同法に規定する管理協定に係る協定避難施設の用に供する家屋のうち

避難の用に供する部分又はこれらの施設に附属する避難の用に供する一定の

償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その指定避難施設

の指定に係る期限又は管理協定に係る締結期限を令和９年３月３１日まで延

長すること（法附則１５㉒）。 

キ 農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、その存続期間が１０年以上で

ある一定の農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置につ

いて、その農地中間管理権の取得期限を令和８年３月３１日まで延長すること

（法附則１５㉛）。 

ク 農業協同組合等が取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就

農者（同法の規定による公告があった地域計画において地図に表示された農用

地等に係る農業を担う者に限る。）の利用に供する一定の機械装置等に係る固

定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和８年

３月３１日まで延長すること（法附則１５㊱）。 

ケ 電波法に規定する無線局（地域における需要に応じ多様な主体が開設するこ

とができる無線局であって地域社会の諸課題の解決に寄与する一定のものに

限る。）の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及
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び導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した

当該免許に係る無線通信の業務の用に供する一定の償却資産に係る固定資産

税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和７年３月３

１日まで延長すること（法附則１５㊴）。 

コ 特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定事業者が設置し

た一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、

その対象資産の取得期限を令和９年３月３１日まで延長すること（法附則１５

㊶）。 

サ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係

る固定資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を令和８年３月３

１日まで延長すること（法附則１５の７①②）。 

シ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用され

た土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地

の上に取得する代替家屋に係る固定資産税の減額措置について、その取得期限

を令和８年３月３１日まで延長すること（法附則１５の８④）。 

ス 耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資

産の改修期限を令和８年３月３１日まで延長すること（法附則１５の９①）。 

セ 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資す

る一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その

対象資産の改修期限を令和８年３月３１日まで延長すること（法附則１５の９

④⑤）。 

ソ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住

宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和８年

３月３１日まで延長すること（法附則１５の９⑨⑩）。 

タ 耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなった

ものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和８

年３月３１日まで延長すること（法附則１５の９の２①）。 

チ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住

宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の

減額措置について、その対象資産の改修期限を令和８年３月３１日まで延長す

ること（法附則１５の９の２④⑤）。 

ツ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定

建築物に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の用に供する施

設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行い、同法に規定す

る一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税及び

都市計画税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和８年３月３１
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日まで延長すること（法附則１５の１１①）。 

テ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域

内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める

償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良し

た場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置につい

て、その対象資産の取得期限又は改良期限を令和８年３月３１日まで延長する

こと（法附則５６⑫）。 

⑿ 次のとおり課税標準の特例措置を改めることとした。 

ア 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとお

り見直した上、その対象資産の取得期限を令和８年３月３１日まで延長するこ

と（法附則１５②、則附則６⑭～⑰）。 

① 石綿が含まれている一定の産業廃棄物の処理の用に供する産業廃棄物処

理施設を適用対象から除外すること。 

② 下水道除害施設について、汚泥処理装置、濾過装置、生物化学的処理装置、

貯留装置及び輸送装置並びに現行制度において適用対象となっている装置

に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備を適用対象から

除外すること。 

イ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法

律に規定するバイオ燃料製造業者が同法に規定する認定生産製造連携事業計

画に従って実施する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備に係

る固定資産税の課税標準の特例措置について、木質固形燃料製造設備に係る課

税標準をその価格の４分の３（現行３分の２）の額とした上、その対象資産の

取得期限を令和８年３月３１日まで延長すること（法附則１５⑱、則附則６㊶

～㊺）。 

ウ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定

の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直

した上、その対象資産の取得期限を令和８年３月３１日まで延長すること（法

附則１５㉕、則附則○55～○64）。 

① 太陽光発電設備について、その対象を地球温暖化の推進に関する法律に規

定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した一定の設備又はペロ

ブスカイト太陽電池を使用した一定の設備とすること。 

② 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第３

条第２７号に定める設備の区分等に該当する設備（出力１万 kW 以上２万 kW

未満のものに限る。）に係る課税標準を、その価格に７分の６を参酌して１

４分の１１以上１４分の１３以下の範囲内において市町村の条例で定める

割合（大臣配分資産又は知事配分資産にあっては７分の６）（現行３分の２
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を参酌して２分の１以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例で定

める割合（大臣配分資産又は知事配分資産にあっては３分の２））を乗じて

得た額とすること。 

⒀ 一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係

る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資

産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止することとし

た（旧法附則１５㉜、旧令附則１１㉟、旧則附則６○67）。 

 

３ 事業所税 

⑴ 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者等が承認を

受けた経営改善措置に関する計画に基づき実施する事業の用に供する一定の施

設に対する資産割の課税標準の特例措置について、以下の措置を講ずることとし

た。 

ア 適用期限を法人については令和８年３月３１日まで、個人については令和７

年分まで延長すること（法附則３３⑤）。 

イ 特例の対象に特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律に

よる改正後の特定農産加工業経営改善等臨時措置法に規定する調達安定化措

置に関する計画に基づき実施する事業の用に供する一定の施設を加えること

（法附則３３⑤、令附則１６の２の８⑥、則附則１２の３③）。 

⑵ 児童福祉法に規定する児童福祉事業の用に供する施設に係る非課税措置につ

いて、対象に里親支援センターを追加することとした（令５６の２６の３）。 

⑶ 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設に係る非課税措置につ

いて、対象に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支

援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事

業及び親子関係形成支援事業の用に供する施設を追加することとした（令５６の

２６の５）。 

 

４ 国民健康保険税 

⑴ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正に伴い、流

行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課する

措置を講ずることとした（法７０３の４①Ⅰ）。 

⑵ 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２４万円（改正前２２万円）に

引き上げることとした（令５６の８８の２②）。 

⑶ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準につい

て、５割（４割・３割）減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に

乗ずべき金額を２９万５千円（改正前２９万円）に、２割減額の対象となる所得
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の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を５４万５千円（改正前５３万５

千円）に引き上げることとした（令５６の８９①②Ⅱ）。 

 

第三 その他 

 

１ 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の

還付を受けた株式会社等がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入していない場

合において、徴収不足であると認められるときは、その偽りその他不正の行為をし

たその株式会社の役員等は、一定の額を限度として、その滞納に係る地方団体の徴

収金の第二次納税義務を負うこととした（法１１の９、令６の２）。 

２ 保全差押金額を限度とした差押え等に係る地方団体の徴収金について、その納付

し、又は納入すべき額の確定がない場合における当該差押え等を解除しなければな

らない期限を、その保全差押金額をその者に通知をした日から一年（現行六月）を

経過した日までとすることとした（法１６の４④⑫）。 

３ 重加算金の適用対象に、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出

していた場合を加えることとした（法７１の１５①②、７１の３６①②、７１の５

６①②、７２の４７①②、７４の２４①②、９１①②、１４４の４８①②、１７２

①②、２７９①②、３２８の１２①②、４６３の４①②、４８４①②、５３７①②、

６１０①②、６８９①②、７０１の１３①②、７０１の６２①②、７２２①②、７

３３の１９①②）。 

 

三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設

及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税

法の臨時特例に関する法律に関する事項 

合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割又はこれら

のものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収について、地方団

体の条例で定めるところにより、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならな

いこととする等所要の措置を講ずることとした（日本国とアメリカ合衆国との間の相

互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国

軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律４①～⑥）。 

 

四 国有資産等所在市町村交付金法に関する事項 

令和７年度から令和９年度までの各年度分の国有資産等所在市町村交付金につい

て、固定資産の価格の修正通知又は修正の申出をする場合に比較すべき類似の土地の

価格に係る特例措置を講ずることとした（国有資産等所在市町村交付金法附則⑭）。 
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五 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に

関する事項 

二の第一の１⑶ア①及びイ並びに二の第二の１⑶ア①及びイに伴う所要の措置を

講ずることとした（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律８③⑥⑧⑪）。 

 

六 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に

関する事項 

二の第一の１⑶ア①及びイ並びに二の第二の１⑶ア①及びイに伴う所要の措置を

講ずることとした（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律３の２の２⑤⑧⑪⑭）。 

 

七 航空機燃料譲与税法、同法施行規則の改正に関する事項 
１ 空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税について、譲与

額の４分の１の額を延べ重量（「航空機の重量×着陸回数」）で、他の４分の１の額

を旅客数で、２分の１の額を騒音地区内の世帯数で按分（現行２分の１の額を着陸

料の収入額で、他の２分の１の額を騒音地区内の世帯数で按分）して譲与すること

とした（航空機燃料譲与税法２、２の２）。 

２ 譲与の基準として用いる延べ重量については、次のとおり補正することとした

（航空機燃料譲与税法施行規則４②）。 

万ｔ超 万ｔ以下 補正率 

 4.0 1.50 

4.0 20.0 1.25 

20.0 100.0 1.00 

100.0 500.0 0.75 

500.0 2,500.0 0.50 

2,500.0  0.25 

３ 譲与の基準として用いる旅客数については、次のとおり補正することとした（航

空機燃料譲与税法施行規則４③）。 

万人超 万人以下 補正率 

 12.0 1.50 

12.0 60.0 1.25 

60.0 300.0 1.00 

300.0 1,500.0 0.75 

1,500.0 7,500.0 0.50 
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7,500.0  0.25 

４ 次のとおり激変緩和措置を講ずることとした（改正法附則３３②③）。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

以降 

着陸料割 2/5(40/100) 3/10(30/100) 1/5(20/100) 1/10(10/100) 0(0/100) 

延べ重量 1/20(5/100) 1/10(10/100) 3/20(15/100) 1/5(20/100) 1/4(25/100) 

旅客数割 1/20(5/100) 1/10(10/100) 3/20(15/100) 1/5(20/100) 1/4(25/100) 

騒音 

世帯数割 
（50/100） 

（注）令和６年度から令和９年度までの各年度分の着陸料割は、令和５年度３月譲

与時期の譲与額の計算に用いた着陸料の収入額を用いて算定する。 

５ その他所要の措置を講ずることとした。 

 

八 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に関する事項 

市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準について、譲与額の１０

０分の５５（現行１０分の５）に相当する額を私有林人工林の面積で、１００分の２

５（現行１０分の３）に相当する額を人口で按分して譲与することとした（森林環境

税法２８①、２９）。 

 

九 特記事項（令和６年度の地方税関連事務の執行に当たっての留意事項等） 

１ 地方税の手続については、情報通信技術の進展を踏まえ、納税者の利便性向上、

官民双方のコスト削減及び公平かつ適正な課税の実現を図る観点から、以下のよう

に、セキュリティを確保しつつ、簡素化、オンライン化、ワンストップ化の取組を

進めることが重要であること。 

⑴ 地方税共同機構が管理するｅＬＴＡＸについては、多くの納税企業等の端末や

地方団体のシステムと接続されることから、障害等の防止に万全を期す必要があ

り、各地方団体においても自らの基幹税務システム等の情報セキュリティ対策に

遺漏がないようにするとともに、正確かつ安全なデータを送受信する必要がある

ことに留意すること。 

また、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ

ン」（令和４年３月２５日改定）において、ｅＬＴＡＸについては、必要なセキュ

リティ対策を講じた上で、ＬＧＷＡＮを経由してマイナンバー利用事務系と双方

向でのデータの移送を可能とする旨明記されたことから、税務事務の効率化の観

点から、同ガイドラインに記載されたセキュリティ対策を講じた上で、各地方団

体の基幹税務システム等とｅＬＴＡＸとの双方向のデータ移送に積極的に取り
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組んでいただきたいこと。 

さらに、情報システム機器の廃棄等については、機器内部の記憶装置からの情

報漏えいのリスクを軽減する観点から、情報を復元困難な状態にする措置を徹底

する必要があることから、「情報システム機器の廃棄等時におけるセキュリティ

の確保について」（令和２年５月２２日付け総行情第７７号総務省自治行政局地

域情報政策室長通知）を踏まえ、適切に対応すること。 

⑵ ｅＬＴＡＸを通じた申告・申請手続については、地方法人二税や固定資産税（償

却資産）、事業所税の申告、個人住民税の給与支払報告書の提出など、主として

法人が行う手続を中心として、順次、対象手続が拡大された。加えて、令和４年

度税制改正により、地方税法令上は、納税者等が地方団体に対して行う全ての申

告・申請手続について、実務的な準備が整ったものから順次、ｅＬＴＡＸを利用

して行うことが可能となった。これを受け、令和５年１０月に地方たばこ税、ゴ

ルフ場利用税、入湯税及び宿泊税の申告の手続も対象に追加された。また、令和

６年１０月からは軽油引取税、令和７年１月からは固定資産税（大臣（知事）配

分資産）の申告の手続についても対象に加えられる予定である。各地方団体にお

いては、引き続き、必要な準備を確実に進めていただき、電子申告等を活用した

業務の効率化を進めるとともに、ｅＬＴＡＸの更なる活用に向けて、法人、個人

事業主及び税理士会（各支部を含む。）等への積極的な周知と利用の促進に取り

組んでいただきたいこと。 

⑶ 令和元年１０月から稼働した地方税共通納税システムは、地方法人二税等の対

象税目について、一度の手続で複数の地方団体に対し電子納税を行うことが可能

となるものである。同システムについては、令和４年度の実績として、払込件数

（ｅＬＴＡＸから地方団体への払込件数）は約１，２１５万件（前年同期：約７

６１万件、＋５９．７％）であるが、複数団体への一括納付により、納付件数（納

税者の口座から引き落とされた件数）は約２３５万件（前年同期：約１５２万件、

＋５４．６％）となっている。こうした同システムの利用によるメリットは、納

税者等のみならず、地方団体や指定金融機関等にも及ぶが、その効果は、利用が

促進されるにつれて高まるものである。他方で、同期間における納付金額約４．

５兆円（前年同期：約２．９兆円、＋５５．２％）は、令和４年度における対象

税目の決算額の２０％程度であることから、今後、同システムを活用した電子納

税を更に伸ばす余地は大きいものと考えており、国税当局と連携しつつ、更なる

活用に向け、法人、個人事業主及び税理士会等への周知等に取り組んでいただき

たいこと。 

また、各地方団体においては、職員に係る源泉所得税及び個人住民税（給与所

得及び退職所得に係る特別徴収分）の納付について、ｅ－Ｔａｘ及びｅＬＴＡＸ

を利用することにより会計担当課等や指定金融機関における事務の効率化に繋
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がることから、積極的な利用に取り組んでいただきたいこと。 

⑷ 地方税共通納税システムの対象税目・納付手段の拡大に合わせ、令和５年度か

ら導入した地方税統一ＱＲコード（ｅＬ－ＱＲ）の活用については、納税者はも

とより、金融機関や地方団体にとってもメリットが大きいものであることから、

「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」（２０２２年１

２月２１日デジタル臨時行政調査会）において「令和５年度から地方税統一ＱＲ

コード印字を必須としている４税（固定資産税、自動車税等）に加えて、その他

の地方税（確定税額通知分）の納付書についても、令和６年度から原則当該ＱＲ

コードを印字する」と示されていることを踏まえ、確定税額の格納が可能である

各種税目の納付書には、原則当該ＱＲコードの印字を行っていただきたいこと。

その際、「確定税額通知分」として、随時課税分、督促分等が含まれることにご留

意いただきたいこと。 

また、当該ＱＲコードの印字においては、基幹システムの開発事業者とも調整

の上、格納値は適切な設定・確認を徹底すること。 

なお、上記に係るシステム改修に要する経費については、令和６年度において

普通交付税措置を講ずることとしていること。 

⑸ 「成長戦略フォローアップ」（令和２年７月１７日閣議決定）において「令和７

年（２０２５年）６月までに、キャッシュレス決済比率を倍増し、４割程度とす

ることを目指す」とされている。 

地方税の納付においても、キャッシュレス納付の普及拡大は、納税者の利便性

向上や社会全体のコスト縮減に資するものであるところ、令和４年度のキャッシ

ュレス納付比率は３１．２％（道府県税：１８．５％、市町村税：３２．７％）

となっている。 

近年、共通納税システムの対象税目が拡大していることやｅＬ－ＱＲを活用し

た電子納付が開始されたことを踏まえ、各地方団体においては、ｅＬ－ＱＲが活

用可能な税目については、従来の口座振替の活用推進に加え、ｅＬ－ＱＲを活用

したスマートフォン決済アプリやクレジットカードによる納付の利用促進に取

り組んでいただきたいこと。また、それ以外の税目についても、ｅＬＴＡＸを活

用したダイレクト納付等の利用促進に積極的に取り組んでいただきたいこと。 

⑹ 地方公共団体の情報システムの標準化・共通化については、「地方公共団体情

報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第４０号）及び「地方公共団

体情報システム標準化基本方針」（令和５年９月８日閣議決定）に基づき、住民

記録、地方税、福祉など、地方公共団体の主要な２０業務を処理するシステム（基

幹系システム）の標準仕様を関係府省において作成した上で、各事業者が、標準

仕様に準拠して開発したシステムをガバメントクラウド上に構築し、令和７年度

までに各地方公共団体が当該システムに移行することを目指すこととされてい
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るため、各地方団体においては、その準備を進めていただきたいこと。 

基幹税務システム（対象税目等は、個人住民税（森林環境税を含む。）、法人住

民税、固定資産税（都市計画税を含む。）、軽自動車税及びこれらに係る収滞納管

理）については、「税務システム標準仕様書【第３．０版】」を令和５年８月３１

日に公表したところである。毎年の税制改正の内容等を本仕様書に反映させるこ

とは、「政策上必要と判断される」（「標準仕様書の改定・運用に関する基本的な考

え方」（令和５年１０月２７日デジタル庁））ことから、今後も改定を行う予定で

あること。 

なお、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」において、移行の難易度が

極めて高いと考えられるシステムについて、所要の移行完了の期限が設けられる

とともに、この場合でも、令和７年度末までに、当該システムをデータ要件の標

準に関する標準化基準には適合させることとされたことに留意すること。 

⑺ 給与所得に係る特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子的「正本」通知

については、令和６年度課税分から、特別徴収義務者が申出をしたときは、電子

で通知しなければならないこととされていることを踏まえ、適切に対応いただき

たいこと。 

⑻ 給与所得に係る特別徴収税額通知（納税義務者用）については、令和６年度課

税分から、個々の納税義務者に電子的に通知する体制を有する特別徴収義務者が

申出をしたときは、電子で通知しなければならないこととされていることを踏ま

え、適切に対応いただきたいこと。 

また、各地方団体においては、特別徴収義務者としての立場もあることから、

個々の納税義務者に対して特別徴収税額通知を電子的に送付するため、庁内関係

部署と連携を図る等、準備を進めていただきたいこと。 

⑼ 市町村から国税当局に送信される扶養是正情報等のデータ送信は、地方団体及

び国税当局の双方の税務行政の効率化を図る観点から重要な取組であることか

ら、書面により提供を行っている市町村は、ｅＬＴＡＸを利用した扶養是正情報

等のデータ送信を早急に開始するよう積極的に取り組んでいただきたいこと。 

⑽ 個人住民税において扶養控除等を公正に適用するため、市町村が扶養に関する

情報をより効率的に把握できる情報連携の仕組みを検討することとしており、具

体化に向けて、各市町村の基幹税務システム、自治体中間サーバー、情報提供ネ

ットワークシステムの改修等を行う必要があることから、今後の検討状況等を踏

まえて、関係機関等と適切に調整を進めていただきたいこと。 

⑾ 令和５年度税制改正において、国税の源泉徴収票の提出方法の見直しが行われ、

令和９年１月１日以降に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉徴収票につ

いて、給与等の支払をする者が、市町村長に給与支払報告書等を提出した場合に

は、税務署長に給与所得等の源泉徴収票を提出したものとみなすこととされてい
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ること。 

詳細について、現在、国税庁と調整を行っているところであり、今後必要な情

報提供を行う予定であること。また、標準仕様書についても、当該要件を実装す

るための改定を予定していること。 

⑿ 地方税の処分通知等（課税明細書等の添付書類を含む。）については、納税義

務者である事業者等から、書面による通知と合わせて、容易に判読可能なデータ

形式での提供が求められた場合には、各地方団体においては、事業者等からの求

めに応じて当該データを提供することについて、積極的に検討いただきたいこと。 

⒀ 地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割、軽自動車

税種別割の納税通知書（課税明細書を含む。）及びそれに付随する納付書につい

て、納税者等からの求めに応じて、ｅＬＴＡＸ及びマイナポータルを活用して電

子的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めることとしていること。このほ

か、令和８年９月のｅＬＴＡＸ次期更改にあわせて、納税者等の利便性の向上及

び地方団体の事務負担の軽減に向けた機能改善を行うこととしている。次期更改

に係る見積参考資料等が令和６年上半期に提示される予定であり、地方団体にお

いても必要なシステム改修等の準備を進めていただきたいこと。 

また、地方税共同機構の負担金については、同機構が地方税務手続の全国統一

的なデジタル化に果たす役割が拡大していることから、各地方団体において、必

要な予算措置を講じていただきたいこと。 

なお、地方税共同機構の負担金に要する経費については、令和６年度において

普通交付税措置を講ずることとしていること。 

⒁ 地方団体における手続上の書式・様式に関し、特に、経済活動に影響するもの

であって、一事業者が複数地方団体との間で申請等の手続を行うもの等について

は、事業者の負担を踏まえた改善方策が検討され、「規制改革実施計画」（平成３

０年６月１５日閣議決定）において、事業者の負担を軽減するための方策が示さ

れていること。 

特に、財産調査で用いる金融機関照会様式、給与等照会様式及び競争入札参加

資格申請用の納税証明書の交付申請様式については、全国地方税務協議会（現：

地方税共同機構）において統一様式が取りまとめられており、このうち、各種照

会様式については「税務システム標準仕様書【第３．０版】」にも定められている

ところであるため、これら統一様式の使用について、積極的に取り組んでいただ

きたいこと。 

⒂ 行政機関と金融機関間で行う預貯金等の照会・回答については、原則書面で行

われており、双方において大きな業務負担となっていること。これを受け、「デ

ジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）においては、

「行政機関は、積極的にデジタル化を先導し、金融機関はシステムの整備計画等
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を踏まえながら、段階的にデジタル化を推進することで、更に技術的・実務的な

検討を協働して進め、書面を前提とした照会・回答内容や業務フローを見直し、

金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る」

こととされている。各地方団体においては、地方税関係の照会・回答が多くを占

めている現状を踏まえ、金融機関との間の預貯金等照会・回答業務のデジタル化

について、積極的に検討いただきたいこと。 

２ 地方税分野におけるマイナンバーの利用等 

⑴ マイナンバーの紐付け・副本登録の徹底 

令和６年度与党税制改正大綱において、「今後、デジタル社会の基盤として個

人番号（マイナンバー）を活用することがますます重要になる。このため、課税

情報とマイナンバーの紐付けが確実に行われることが必要であることから、地方

公共団体において適切かつ速やかな紐付け及び副本登録が確実に行われるよう

促すこととし、令和６年度中を目途に地方公共団体における実施状況のフォロー

アップを行う。」とされたところであること。 

また、「個人住民税に係る課税情報のマイナンバーとの紐付け及び副本登録の

徹底について（依頼）」（令和５年１１月１５日付け総税市第１０８号総務省自治

税務局市町村税課長通知）及び「個人住民税の住民登録外課税者に係る課税情報

のマイナンバーとの紐付け及び副本登録の徹底について」（令和６年３月２５日

付け総税市第２９号総務省自治税務局長通知）において、デジタル庁が策定した

「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイド

ライン」（令和５年１０月５日）を踏まえ、必要な取組を行っていただくよう依頼

しているところであること。 

ついては、上記を踏まえ、特別徴収義務者や納税義務者に対して、給与支払報

告書等の提出時にマイナンバーを確実に記載するよう働きかけを行うとともに、

特に地方税法第２９４条第３項に規定する住民登録外課税者について、マイナン

バーと課税情報を紐付けていない場合は、適切かつ速やかに紐付け、自治体中間

サーバーに特定個人情報の副本データベースを登録する等、取組を行っていただ

きたいこと。 

なお、各市区町村の紐付け及び副本登録の実施状況については、フォローアッ

プを令和６年の秋頃を目途に実施する予定としていること。 

⑵ 個人住民税に係るマイナンバー情報総点検終了後の取組 

マイナンバーによる情報連携の正確性確保に向けた総点検として、個人住民税

の課税情報についても、紐付けが正確に行われているか確認作業を実施してきた

ところであるが、令和５年１２月１２日のマイナンバー情報総点検本部（第５回）

において、「総点検終了後も、新規の紐付け誤りを防止することが必要であるた

め、申請時や更新時といった本人確認の際に、通常業務において定期的なマイナ
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ンバーの確認を徹底する。」とされたところであること。 

ついては、個人住民税において、次の事項に十分留意していただきたいこと。 

ア 住民登録外課税者の課税情報とマイナンバーとの紐付けを新たに行う場合

は、特別徴収義務者や納税義務者からマイナンバーを確実に取得した上で、マ

イナンバーの確認を徹底すること。 

イ マイナンバーとの紐付けが既に行われている住民登録外課税者の課税情報

についても、紐付け誤りがないかの確認を実施することが予定されており、具

体的な実施方法等について、関係府省から示される予定であることから、これ

に沿って確認作業に取り組むこと。 

⑶ 個人住民税以外の地方税分野におけるマイナンバーの利用等 

課税情報や納税義務者等の情報とマイナンバーとの紐付けは、地方税の適正な

課税に資するものであることから、各地方団体においては、事業者等の協力も得

ながら納税義務者等のマイナンバーを把握した上、課税情報等との積極的な紐付

けを進めていただきたいこと。 

特に、固定資産課税台帳とマイナンバーの紐付けに関しては、納税義務者の死

亡の事実を適時に把握することが、固定資産税の適正な課税のために重要である

ことから、積極的に進めていただきたいこと。 

具体的には、住民基本台帳との連携を図るとともに、住所地が課税団体と異な

る納税義務者については、マイナンバーを用いて住民基本台帳ネットワークによ

り照会を行うことで、死亡の事実を適時に把握することが可能であるので、適切

に活用されたいこと。詳細については、「固定資産課税台帳とマイナンバーとの

紐付けの推進について」（令和４年９月２７日付け総税固第５７号総務省自治税

務局固定資産税課長通知）及び「固定資産課税台帳とマイナンバーの紐付けのた

めの手順例について」（令和６年４月１日付け総税固第２７号総務省自治税務局

固定資産税課長通知）において周知しているところであること。なお、今後、マ

イナンバーの紐付けに関する取組状況の調査を行う予定であること。 

また、上記１⒀で示している納税通知書等のデジタル化の仕組みの導入に向け

た取組においても、課税情報とマイナンバー等の紐付けを進めることが望ましい

ものであること。 

⑷ 入力業務等の委託 

地方税分野におけるマイナンバーの利用に際しては、一部の地方団体からマイ

ナンバーを含む課税情報のデータ入力業務を委託された事業者が、「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法

律第２７号）に違反して、当該業務を無断で再委託していた事案が発生したこと

を踏まえ、マイナンバーを含む課税情報のデータ入力業務を委託する場合には、

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団
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体等編）」（平成２６年特定個人情報保護委員会告示第６号）の内容に留意し、 

ア 委託先において、作業場所や人員等に関して、地方団体が果たすべき安全管

理措置と同等の措置が講じられているか、あらかじめ確認する。 

イ 委託契約の締結にあたっては、許諾なき再委託の禁止や委託先に対する実地

調査を行うことができる規定等を盛り込む。 

ウ 委託先における特定個人情報の取扱状況を把握するため、定期的な実地調査

や作業状況の報告聴取等を実施するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督

を徹底していただきたいこと。 

３ 地方税法第３８２条に基づく登記所から市町村長への通知（以下「登記済通知」

という。）及び登記済通知と併せて提供されている地図及び図面情報並びに同法第

４２２条の３に基づく市町村長から登記所への通知（以下「評価額通知」という。）

については、令和２年１月から、電子データのオンラインによる受渡しが可能とな

っており、市町村と管轄登記所との間で協議を行い、積極的にオンラインによる受

渡しを行うよう努めていただきたいこと。 

また、従来、オンラインによる受渡しを行うためには、市町村長と管轄登記所と

の間で覚書を締結することが必要とされていたところであるが、今般、法務省との

協議により、市町村長と管轄登記所との間でオンラインによる提供を実施すること

の協議が調った場合は、当該覚書を締結する必要はないものとされたので、ご留意

願いたいこと（「市町村長と登記所との間における地方税法に基づく通知のオンラ

イン化の更なる推進について」（令和６年１月９日付け総税固第１号総務省自治税

務局固定資産税課長通知））。 

受渡し方法やデータ形式等の詳細及び留意事項については、「市町村長と登記所

との間における地方税法に基づく通知のオンライン化等について」（平成３１年４

月２６日付け総税固第３１号総務省自治税務局固定資産税課長通知）、「市町村長と

登記所との間における地方税法に基づく通知に係るオンライン化等に関する留意

事項について」（令和元年１２月２７日付け総税固第４８号総務省自治税務局固定

資産税課長通知）等を参照いただきたいこと。 

また、「税務システム標準仕様書【第３.０版】」において、登記済通知の電子デー

タを固定資産税システムへ取り込める機能及び評価額通知による通知項目をＣＳ

Ｖ形式で出力する機能を【実装必須機能】として定めているため、登記済通知及び

評価額通知の際には、それらの機能を積極的に利用されたいこと。 

なお、市町村長から都道府県知事への固定資産評価額等の通知については、令和

８年度に予定されているｅＬＴＡＸのシステム更改に合わせて、ｅＬＴＡＸにより

通知が可能となる予定であるため、活用されたいこと。 

４ 適格請求書等保存方式への対応等 

⑴ 適格請求書等保存方式への対応 
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令和５年１０月１日から開始された適格請求書等保存方式（インボイス制度）

について、次の事項に留意いただきたいこと。 

ア 地方公共団体の一般会計又は特別会計から仕入れを行った事業者が消費税

の仕入税額控除を受けるためには、それぞれの会計が、税務署長から適格請求

書発行事業者の登録を受け、仕入れを行った事業者に対して、適格請求書等を

交付する必要があること。 

この点、現時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていない特別会計にお

いては、その性質上、例外的にインボイス制度への対応を要しない会計もあり

得るところであるが、新たに消費税の課税取引が生ずる場合等、今後、適格請

求書発行事業者の登録を受ける必要が生じた際には、速やかにその登録申請を

行うなど適切に対応いただきたいこと。同様に、新たに特別会計を設置した場

合には、設置日以後に登録申請を行うこととなるが、特別会計の設置日の属す

る課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、その

課税期間の末日までに提出した場合、その課税期間の初日に登録を受けたもの

とみなされる特例が設けられていること。ただし、登録申請書を提出してから、

登録通知を受けるまでは一定の期間を要することから、早期にインボイスを交

付するためには、特別会計の設置日以後速やかに登録申請を行う必要があるこ

と。 

また、デジタル庁において、政府機関・地方公共団体、民間事業者のバック

オフィス業務のデジタル化を進めるため、国際的な標準仕様であるＰｅｐｐｏ

ｌ（ペポル）をベースとしたインボイス（Ｐｅｐｐｏｌ ｅ－ｉｎｖｏｉｃｅ）

の普及・定着に向けた取組を行っていることから、地方公共団体においてもデ

ジタルインボイスを積極的に導入いただきたいこと。なお、現在、民間のサー

ビスプロバイダーによりＰｅｐｐｏｌ ｅ－ｉｎｖｏｉｃｅ対応サービス・プ

ロダクトが広く展開され、民間事業者等の間で利活用が進むとともに、政府調

達においても、令和５年１０月より、電子調達システム（ＧＥＰＳ）等による

Ｐｅｐｐｏｌ ｅ－ｉｎｖｏｉｃｅの受領が可能となっていること等も参考と

していただきたいこと。 

（注）日本におけるＰｅｐｐｏｌ ｅ－ｉｎｖｏｉｃｅの標準仕様は、日本の

Ｐｅｐｐｏｌ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ（管理局）であるデジタル庁が開発・公表し

ている。 

イ インボイス制度への事業者としての対応については、「地方公共団体におけ

るインボイス対応Ｑ＆Ａ【未定稿】」（令和６年１月１８日版）を参照いただき

たいこと。 

ウ インボイス制度の円滑な実施と定着のため、国税局、税務署や地域の事業者

団体等と連携した制度の周知・広報に協力いただくほか、各府省庁等が作成す
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る広報素材（リーフレット等）を事業者が参集するイベントや地方団体の窓口

等で配布したり、インボイス制度に関する周知を各地方団体の広報誌において

行うなど、各地方団体において主体的に周知・広報を行っていただきたいこと。 

その際、制度の内容に加え、制度対応に係る事業者向けの支援措置等につい

ても、周知・広報いただきたいこと。 

エ 新たに課税事業者となった事業者等からの申告や納税に関する各種相談に

ついては、相談機会の充実及び手法の多様化を推進するなど、積極的な相談対

応について、国税庁、税務署に協力いただきたいこと。 

⑵ その他地方消費税に係る事項 

ア 引上げ分に係る地方消費税収（市町村交付金を含む。）については、社会保障

施策に要する経費に充てるものとすることが地方税法上明記されており、各地

方団体においては、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」

（平成２６年１月２４日付け総税都第２号総務省自治税務局都道府県税課長

通知）に基づき、予算書及び決算書の説明資料等において明示することにより

議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても周知することが

適当であること。 

イ 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大として、地方団

体による消費税・地方消費税の申告書の収受や納税相談等を一層推進すること

としているので配慮いただきたいこと。 

５ ゴルフ場利用税の特別徴収義務者であることを証する証票については、これをゴ

ルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならないとされているところ、「デ

ジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、デ

ジタル社会の実現に向けた構造改革が求められていることを踏まえ、各地方団体に

おいては、納税義務者（ゴルフ場利用者）の利便性向上に資するため、当該ゴルフ

場での証票の掲示に加え、その記載事項を一覧にして地方団体のホームページにお

いて掲載するなど、インターネットを活用した特別徴収義務者に係る情報の公表に

積極的に取り組んでいただきたいこと。 

６ 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改定）」（令和５年

６月９日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）にもあるとおり、外

国人労働者について、適切な納税が行われるよう、管内の事業者に対して、従業員

からの特別徴収の適切な実施、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納

税額を一括徴収する制度及び納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納

税管理人制度について、より一層の周知を図っていただきたいこと。 

また、外国人労働者の転入等の手続の機会に、これらの制度も含め、円滑な納税

に資する情報提供に取り組んでいただきたいこと。総務省としても、外国人労働者

及び外国人労働者を雇用する特別徴収義務者に個人住民税や特別徴収等の制度内
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容をより一層理解していただくため、当該制度内容を記載した広報素材を提供して

いるので、各地方団体において、積極的に広報に取り組んでいただきたいこと。 

７ 個人住民税の定額減税に係る事務については、「個人住民税の定額減税（案）に

係るＱ＆Ａ集」等を参考に適切に対応いただくとともに、定額減税の趣旨・内容・

実施方法等について納税者及び特別徴収義務者への丁寧な周知広報を行っていた

だきたいこと。 

８ 扶養控除等の見直しについては、令和６年度税制改正の大綱（令和５年１２月２

２日・閣議決定）において 「扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等

が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している

社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制

度等の所管府省において適切な措置を講ずるとともに、独自に事業を実施している

地方公共団体においても適切な措置が講じられるようにする必要がある」とされた

上、「令和７年度税制改正において、これらの状況等を確認することを前提に、令

和６年１０月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和８年分以

降の所得税と令和９年度分以降の個人住民税の適用について結論を得る」こととさ

れているため、各地方団体において、財政部局、福祉・教育関係部局等と連携の上、

独自に実施している事業について、扶養控除の見直しにより不利益が生じないよう

検討いただきたいこと。また、その検討状況について、別途調査を実施する予定で

あること。 

９ ふるさと納税については、その制度趣旨を踏まえ、寄附金の使途について創意工

夫が図られることが望ましいものであり、ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内

容、成果をできる限り明確にする取組などを進めていただくことが重要であること。 

ふるさと納税指定制度下においては、毎年７月中に申出を行う際に提出する様式

に、次の指定対象期間において提供予定の返礼品について全て記載することとして

いるが、当該申出時点のみならず、指定を受けている期間を通じて、各指定基準に

適合する必要があるため、各地方団体は、自団体が取り扱う返礼品等が各指定基準

に適合していることを、常に確認するとともに、指定対象期間の開始後に新たに提

供を開始しようとする返礼品等については、あらかじめ、都道府県を通じて総務省

に提出すること。その際、類似する返礼品等が他の地方団体において提供されてい

ること等は基準に適合している理由とはならないため、「ふるさと納税に係る指定

制度の運用についてのＱ＆Ａについて」（令和５年７月２１日付け総税市第８０号

総務省自治税務局市町村税課長通知）、「ふるさと納税制度の適正な運用について」

（令和５年９月２８日付け総税市第１００号総務省自治税務局市町村税課長通知）

等を参照の上、基準適合性について適正に判断するとともに、基準適合性に疑義が

生じた場合には、速やかに当該返礼品等の取扱いを停止した上で、総務省への照会

を行う等、適切に対応すること。 
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なお、上記の「ふるさと納税制度の適正な運用について」において、次に掲げる

返礼品等について、今後、地場産品基準への該当の適否に係る線引き等を検討した

上で、告示やＱ＆Ａの改正を行うことを検討することとしていることを踏まえ、各

地方団体においては、このようなものを返礼品等に用いることを見合わせることも

含め、地場産品基準を設けている趣旨を踏まえた適切な対応を行っていただきたい

こと。 

・ 区域外産の肉で、区域内でと畜や枝肉からの精肉加工を行っているもの 

・ 各地方団体の区域内で提供されている役務ではあるが、全国各地で同様の役

務が提供されているなど、地域との関連性が希薄なもの 

・ 区域内における工程が、返礼品等の製造・加工ではなく、企画立案等である

もの 

また、返礼品等の選定・調達、広告等の一部又は全部を外部事業者に委託してい

る場合であっても、各指定基準に適合しなくなったと認められたときは指定取消し

となり得るものであるため、その内容の確認を十分に行うなど適切に対応すること。

特に、返礼品として提供される食品について、産地名の表示を偽る事案が複数発生

しているが、地方団体が必要と考えられる対応を取ることなく、返礼品を取り扱う

事業者が産地名の表示を偽ることで地場産品基準に違反した場合は、指定取消しと

なり得るものであることに留意すること（「ふるさと納税の返礼品として提供され

る食品の表示に係る関係法令遵守について」（令和５年１２月２７日付け総税市第

１１９号総務省自治税務局市町村税課長通知））。 

令和５年１０月から始まる指定対象期間においては、寄附金受領証の発行やワン

ストップ特例に係る事務に要する費用、ポータルサイトの運営事業者等に対して支

払う費用など、ふるさと納税の募集を行ったことや寄附金を受領したことにより発

生したと考えられる費用は、全て、寄附金受領額の５割以下とすべき「募集に要す

る費用」に含まれることとなったところであり、５割を超過した場合は指定取消し

の対象となり得るものであることから、募集費用の縮減に努めること。 

また、受領した寄附金については、寄附者の意図を踏まえ適切に活用するととも

に、寄附金の使途や寄附金を活用した事業の成果等については積極的な公表に努め

ること。ワンストップ特例申請については、複数のポータルサイト事業者等により、

マイナンバーカードを利用してオンラインで申請できるサービスが開始されてい

るが、オンライン申請は、寄附者及び地方団体の双方の事務負担の軽減につながる

と考えられることから、積極的に取り組んでいただきたいこと。 

10 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）については、地域産業を支える人材の

育成をはじめ様々なプロジェクトに取り組む地方団体と、寄附を行う企業のパート

ナーシップを通じ、地方創生の実現を図ろうとするものであり、令和２年度税制改

正において控除割合の引上げや手続の簡素化等が行われたことも踏まえ、積極的な
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取組を進めていただきたいこと。 

11 外形標準課税について、二の第一２のとおり見直しが行われることから、各地方

団体においては、条例改正、必要なシステム改修のほか、納税義務者に対する周知

及び新たに外形標準課税の対象となる法人の把握など、新制度の施行に向け適切に

対応すること。 

12 森林環境税・森林環境譲与税 

⑴ 森林環境税の課税開始 

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」（平成３１年法律第３号）に

規定する森林環境税について、令和６年１月１日に施行され、６月から課税が開

始されることから、「森林環境税の賦課徴収における市町村の事務に係る処理基

準について」（令和４年９月９日付け総税市第７６号総務省自治税務局長通知）

等に沿って適正に事務処理を行う必要があること。なお、個人住民税において定

額減税が実施されることとされており、森林環境税の徴収方法については、個人

住民税均等割の徴収方法と同様となることに留意すること。また、令和６年度に

おいても、制度に対する住民の理解を深めるために、広報誌への掲載や納税通知

書に同封する書面への記載など、制度の周知に引き続き努めていただきたいこと。

なお、広報に要する経費については、令和６年度において普通交付税措置を講ず

ることとしていること。 

⑵ 森林環境譲与税の活用等 

森林環境税及び森林環境譲与税は、国民一人一人が等しく負担を分かち合い、

地球温暖化防止、災害防止等の役割を担う森林を支える仕組みとして創設された

ことを踏まえ、譲与税を森林整備や木材利用等に一層有効に活用するとともに、

その使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により

公表し、その事業の実績や効果について、住民に対する説明を十分に行っていた

だきたいこと。 

なお、令和６年度の譲与については、次の事項に留意していただきたいこと。 

ア 課税開始に伴い、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金に加えて

森林環境税の収入額が森林環境譲与税として譲与されること。 

イ 森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積及び人口の譲与割合

を見直したこと。 

13 屋外分煙施設等の整備の促進については、「健康増進法」（平成１４年法律第１０

３号）において望まない受動喫煙の防止に必要な環境の整備等が地方団体の努力義

務とされていること及び令和６年度与党税制改正大綱を踏まえ、望まない受動喫煙

対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保を図るため、駅前・商

店街・公園などの場所における公共又は民間の屋外又は屋内の分煙施設の整備が考

えられることから、屋外分煙施設等のより一層の整備を図るために、地方たばこ税
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の活用を含め、必要な予算措置を講ずるなど積極的に取り組んでいただきたいこと。 

また、分煙施設の整備促進について別途通知することとしているとともに、今後、

各地方団体の整備方針や実施状況等を把握する予定であること。 

なお、地方団体が行う一定の屋外分煙施設の整備に要する経費については、特別

交付税措置を講じているところであるが、令和６年度からは民間事業者等が行う一

定の屋外分煙施設の整備に対する助成に要する経費についても当該措置の対象に

追加することとしており、これも踏まえ、積極的に整備に取り組んでいただきたい

こと。 

14 都市計画税は、「都市計画法」（昭和４３年法律第１００号）に基づいて行う都市

計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であることから、その趣旨

を踏まえ、対象事業に要する費用を賄うためその必要とされる範囲について検討を

行い、適宜、税率の見直し等を含めた適切な対応を行う必要があること。 

また、本税の目的税としての性格に鑑み、都市計画税収の都市計画事業費への充

当について明示することにより、その使途を明確にすること。 

なお、通常国会に提出中の「都市緑地法等の一部を改正する法律案」において、

特別緑地保全地区内の土地の買入れ及び機能維持増進事業について、緑地の保全及

び緑化の推進に関する基本計画に基づく都市計画事業の認可みなし制度を創設す

る予定であり、この場合、当該土地の買入れ等に要する費用について、都市計画税

を充てることができるものとなること。 

15 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に

必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充

てる目的税であることから、その趣旨を踏まえ、入湯税収の具体的事業費への充当

について予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示すること

により、その使途を明確にすること。 

16 本年１月１日に発生した令和６年能登半島地震に係る対応については、「令和６

年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について」（令和６年１月９日付

け総税企第２号総務省自治税務局長通知）、「令和６年能登半島地震により被害を受

けた土地及び家屋に係る令和６基準年度向け評価等について」（令和６年１月１６

日付け総税固第３号・総税評第２号総務省自治税務局固定資産税課長及び総務省自

治税務局資産評価室長通知）及び「地方税法、同法施行令の改正等について」（令

和６年２月２１日付け総税企第２１号総務大臣通知）等により、災害一般に係る被

災住宅用地、被災代替家屋及び被災代替償却資産に係る固定資産税等の特例措置並

びに令和６年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置について、適切

な対応及び周知を依頼しているところであること。 

引き続き、災害が発生した場合には、被害の実態を踏まえて、地方税に係る申告

等の期限の延長、徴収猶予及び減免の措置並びに固定資産税等の特例措置などにつ
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いて、迅速かつ適切な対応及び周知を図るよう努めていただきたいこと。 

17 地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるところに

よって行うことができるが、各地方団体にあっては、当該措置が特別な事由がある

場合に限った税負担の軽減であることを踏まえ、適正かつ公平な運用に十分配意し

ていただきたいこと。 

18 地方団体の歳入を確保するとともに、地方税に対する納税者の信頼を確保するた

め、事務処理体制の整備を図り、課税客体、課税標準等を的確に把握し、課税誤り

が生ずることのないようにするほか、納期内納付の推進や着実な滞納整理を図るな

ど、地方税法等の規定に基づき、適正かつ公平な税務執行に努めていただきたいこ

と。 

このうち収納・徴収に関する取組については、民間事業者への業務委託、徴収事

務の共同処理などの取組のほか、近年、クレジットカード納付やスマートフォン決

済アプリによる納付など各地方団体における収納手段の多様化や地方税共通納税

システムを通じた電子納付の推進が図られ、令和５年４月からはほぼ全ての地方団

体においてｅＬ－ＱＲを活用した納付が可能となるなど、納税者の利便性の向上が

図られている。これらの取組は地方団体における徴収率の向上にも寄与するものと

考えられ、一層の取組を促進する必要があること。 

19 悪質な滞納者に対しては厳正に対処する必要がある一方で、地方税法では、滞納

処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執

行を停止することができることとされていることを踏まえ、各地方団体においては、

滞納者の個別・具体的な実情を十分に把握した上で、適正な執行に努めていただき

たいこと。 

また、納税相談等の地方税に関する各種相談については、相談機会の充実及び手

法の多様化を推進していただきたいこと。 

なお、犯罪被害者等への対応に当たっては、「犯罪被害者等基本法」（平成１６年

法律第１６１号）の趣旨や「犯罪被害者等の保護・支援に係る地方税における適切

な対応について」（令和５年６月１４日付け自治税務局企画課事務連絡）を踏まえ、

犯罪被害者等の事情に十分配意し、丁寧かつ適切な対応をいただきたいこと。 

20 滞納整理などの徴収事務においては、関連法令等に関する専門的な知識や経験の

蓄積が求められるが、行革の推進等により地方団体の税務職員数は減少傾向にある

ことから、税務職員が研修を受講する機会の充実に加え、広域連合や一部事務組合

等の仕組みを活用した広域的な連携により徴収事務を共同処理すること等も併せ

て検討することが求められること。 

21 税務行政においては、個人情報の誤った取扱いにより、納税者に損害や不利益を

与えることがないよう、地方税の賦課徴収に関する個人情報の取扱いに万全を期し

ていただきたいこと。その際には、納税者の住所や家族等に関する情報など、当該

-35-



団体内の他の部署が主として取得・保有し、税務当局においても活用している情報

についても、その取扱いに万全を期していただくとともに、「ドメスティック・バ

イオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護

のための適正な事務執行の徹底について（周知）」（令和元年６月２７日付け自治税

務局企画課事務連絡）を踏まえ、適正な事務執行を行っていただきたいこと。 

22 租税の役割や納税の意義等について児童・生徒や地域住民の理解を深めるための

租税教育については、関係機関との連携や地域の実情に応じた独自の取組等、引き

続き、その充実に向けた取組を推進していただきたいこと。 

23 所有者不明土地対策等に資するため、各個別法に基づく関係部局からの情報提供

の求めに応じて、地方団体の税務部局が固定資産課税台帳の一定の情報を関係部局

に提供したとしても地方税法第２２条の守秘義務に抵触しないものと解される旨

について、これまで各個別法の改正等の際に通知するとともに、これらの通知につ

いては「令和６年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等に

ついて」（令和６年１月１８日付け事務連絡）第二（21）①から⑨に列挙している

ところであり、各地方団体においては、これらを参照の上、引き続き適切に対応い

ただきたいこと。 

 

（備考）この通知においては、次のとおり略称を用いているので、留意願います。 

「法」：地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

「令」：地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号） 

「則」：地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号） 

「旧法」：地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）による改正前の

地方税法 

「旧令」：地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３６号）によ

る改正前の地方税法施行令 

「旧則」：地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省

令（令和６年総務省令第３７号）による改正前の地方税法施行規則 

「森林環境税法」：森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律

第３号） 

「改正法」：地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号） 
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